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は
じ
め
に

　

毎
年
、
初
詣
の
季
節
に
な
る
と
都
内
を
は
じ
め
全
国
の
各
地
域
に
て
、

社
寺
に
祀
ら
れ
る
神
仏
を
大
黒
天
や
寿
老
人
な
ど
の
七
福
神
の
そ
れ
ぞ
れ

の
一
神
と
同
一
視
し
て
個
々
の
社
寺
を
詣
で
る
「
七
福
神
め
ぐ
り
」
な
ど

が
行
わ
れ
て
い
る
事
例
が
あ
る（

（
（

。
こ
の
よ
う
に
七
福
神
を
神
仏
と
同
一
視

し
て
社
寺
詣
で
を
行
う
事
例
や
、
仏
教
伝
来
以
降
、
明
治
維
新
以
前
ま
で

神
社
管
理
に
お
け
る
御
祭
神
・
社
名
の

取
り
扱
い
に
つ
い
て
の
一
考
察

─
近
代
以
降
の
制
度
変
遷
と
仏
語
を
用
い
た
神
名
・
社
名
を
中
心
に
─

藤
本
頼
生

一
〇
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
続
い
て
い
た
神
仏
習
合
（
神
仏
混
淆
）
が

典
型
的
で
あ
る
が
、
多
神
教
で
あ
る
神
道
は
、
本
地
垂
迹
説
な
ど
異
国
の

神
々
や
仏
を
日
本
の
神
々
と
同
体
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
の
も
と
で
受
け

入
れ
、
こ
れ
を
御
神
像
な
ど
の
形
で
神
社
に
祀
り
信
仰
の
対
象
と
し
て
き

た
歴
史
が
あ
る
。
一
方
、
仏
教
に
お
い
て
は
、
現
在
も
鎮
守
社
と
し
て
神

仏
習
合
時
代
の
名
称
で
境
内
に
神
々
を
祀
る
寺
院
も
あ
り
、
神
社
に
お
い

て
も
神
仏
習
合
時
代
の
旧
称
で
あ
る
仏
教
的
な
呼
称
に
て
祭
神
を
末
社
等

に
お
い
て
祀
っ
て
い
る
事
例
や
、
本
社
、
境
内
社
の
社
名
に
そ
の
痕
跡
が
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見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る（

（
（

。
神
仏
分
離
政
策
か
ら
一
五
〇
年
余
を
経
た
現
在

に
あ
っ
て
も
、こ
の
よ
う
な
事
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
い
か
に
考
え
る
か
、

明
治
初
年
に
神
仏
判
然
が
行
わ
れ
て
以
降
の
神
社
の
御
祭
神
や
社
名
の
取

り
扱
い
に
対
す
る
解
釈
を
い
か
に
読
み
解
き
、
こ
れ
を
祭
神
名
称
・
社
名

の
変
更
の
有
無
も
含
め
て
神
社
に
と
っ
て
最
も
大
事
な
御
祭
神
の
管
理
と

い
う
問
題
を
改
め
て
考
え
る
こ
と
は
、
宗
教
法
人
と
し
て
の
神
社
の
事
務

運
営
か
ら
み
て
も
非
常
に
大
事
な
視
点
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
全
国
の
神
社
に
お
い
て
本
社
や
摂
末
社
に
て
御
祭

神
を
仏
語
の
呼
称
に
て
祀
っ
て
い
る
社
に
焦
点
を
あ
て
る
と
と
も
に
、
神

社
の
管
理
・
運
営
と
い
う
視
点
か
ら
、
明
治
維
新
以
降
の
神
社
の
御
祭
神

や
社
名
に
関
す
る
制
度
と
取
扱
い
、
仏
語
呼
称
で
祀
ら
れ
て
い
る
祭
神
や

社
名
に
つ
い
て
一
部
で
あ
る
が
、
全
国
の
残
存
数
を
分
析
・
整
理
す
る
こ

と
で
、
神
社
の
御
祭
神
に
対
す
る
考
え
方
や
神
仏
判
然
以
後
の
社
会
的
反

響
の
一
端
を
窺
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
稿
は
神
仏
習
合
や
神
仏
分
離
施
策
、
排
仏
（
廃
仏
）
棄
釈
に

対
す
る
是
非
や
そ
の
評
価
を
論
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
現
行
の

取
扱
い
に
至
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
窺
う
も
の
で
あ
り
、
現
在
、
神
社

に
て
仏
語
呼
称
に
て
祀
ら
れ
て
い
る
御
祭
神
に
つ
い
て
の
可
否
、
善
悪
を

問
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
申
し
上
げ
て
お
く
。

一　

神
仏
分
離
政
策
と
祭
神
名
・
社
名
の
変
化

　

祭
神
の
取
り
扱
い
や
社
名
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
ま
ず
は
、
明
治
以
降

の
神
社
の
祭
神
名
や
社
名
に
大
き
く
関
わ
る
明
治
維
新
期
の
神
仏
分
離
政

策
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
お
き
た
い
。
一
五
〇
余
年
前
の
明
治
維
新
に
て

わ
が
国
の
宗
教
に
対
す
る
在
り
方
、
と
く
に
神
仏
関
係
は
大
き
く
転
換
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
具
体
的
な
施
策
の
一
つ
と
し
て
明
治
政
府
か
ら
、
こ

れ
ま
で
神
仏
の
混
淆
状
態
に
あ
っ
た
そ
の
余
弊
を
矯
め
、
神
社
と
寺
院
と

の
区
別
を
明
確
に
す
る
趣
旨
に
て（

（
（

、
約
一
年
余
の
間
に
以
下
の
一
三
の
布

告
、
布
達
が
発
せ
ら
れ
た（

（
（

。

①�

諸
国
神
社
の
別
当
、
社
僧
復
飾
の
令
（
明
治
元
年
三
月
一
七
日
／
神

祇
事
務
局
達
第
一
六
五
）

②�

神
仏
の
区
別
に
関
す
る
件
（
明
治
元
年
三
月
二
八
日
／
太
政
官
布
告

第
一
九
六
号
）

③�

神
仏
分
離
実
施
を
慎
重
に
す
べ
き
令
（
明
治
元
年
四
月
一
〇
日
／
太

政
官
布
告
第
二
二
六
号
）

④�

日
吉
祭
山
門
取
扱
を
止
め
一
社
に
て
祭
式
執
行
の
件
（
明
治
元
年
四

月
一
三
日
／
太
政
官
達
第
二
三
五
）

⑤�
神
祇
の
菩
薩
号
廃
止
に
関
す
る
件
（
明
治
元
年
四
月
二
四
日
／
太
政
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官
達
）

⑥�

別
当
、
社
僧
還
俗
の
上
は
神
主
・
社
人
と
称
せ
し
む
る
件
（
明
治
元

年
閏
四
月
四
日
／
太
政
官
布
告
第
二
八
〇
号
）

⑦�

石
清
水
八
幡
宮
の
大
菩
薩
号
廃
止
の
件
（
明
治
元
年
五
月
三
日
／
太

政
官
布
告
第
三
六
六
号
）

⑧�

真
宗
各
派
へ
、
神
仏
分
離
は
排
仏
毀
釈
に
非
ざ
る
旨
諭
達
（
明
治
元

年
六
月
二
二
日
／
御
沙
汰
第
五
〇
四
号
）

⑨�

石
清
水
放
生
会
を
中
秋
祭
と
改
む
る
件
（
明
治
元
年
七
月
一
九
日
／

太
政
官
達
第
五
六
八
）

⑩�

北
野
天
満
宮
神
饌
に
魚
味
供
進
の
件
（
同
七
月
二
五
日
／
太
政
官
達

第
五
八
四
）

⑪�

僧
侶
の
妄
に
復
飾
す
る
を
止
む
る
の
件
（
明
治
元
年
九
月
一
八
日
／

行
政
官
布
告
第
七
五
二
）

⑫�

法
華
宗
三
十
番
神
の
称
を
禁
止
す
る
の
件
（
明
治
元
年
一
〇
月
一
八

日
／
御
沙
汰
第
八
六
二
号
）

⑬�

権
現
号
等
私
称
に
関
す
る
件
（
明
治
二
年
一
〇
月
一
三
日
／
内
務
省

訓
第
七
六
九
号
）

こ
れ
ら
の
布
告
・
布
達
が
次
々
に
発
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
わ
が
国
で

一
〇
〇
〇
年
以
上
続
い
た
神
仏
習
合
は
、
公
式
な
法
令
の
下
に
終
止
符
を

打
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
に
神
社
の
中
に
あ
る
仏
教
的

要
素
を
排
除
し
た
布
告
は
、
民
衆
側
、
神
職
側
に
と
っ
て
は
神
仏
の
区
別

で
あ
る
判
然
の
た
め
の
行
為
を
廃
仏
毀
釈
の
こ
と
と
勘
違
い
し
、
区
別
の

処
理
に
ゆ
き
す
ぎ
た
点
が
あ
っ
た
の
も
事
実
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
政
府
が

命
じ
て
い
な
い
内
容
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
神
仏
習
合
に
か
か
る
長
年

の
積
習
に
対
す
る
社
人
の
私
憤
な
ど
も
あ
り
、
過
激
な
破
壊
等
の
手
段
が

用
い
ら
れ
た
事
例
も
見
ら
れ
た
。
政
府
と
し
て
は
、
排
仏
（
仏
教
そ
の
も

の
を
攻
撃
す
る
こ
と
）
は
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
③
の
指
令
や
明

治
四
年
三
月
一
八
日
に
太
政
官
布
告
第
一
四
三
と
し
て
出
さ
れ
た
「
神
仏

判
然
は
廃
仏
に
非
ず
、
廃
毀
合
併
は
慎
重
に
す
べ
き
件
」
と
称
し
た
布
告

を
発
出
し
た
こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
神
仏
分
離
施
策
の
社
会
的
反
響

の
大
き
さ
に
苦
慮
す
る
こ
と
と
も
な
っ
た（

（
（

。

　

こ
の
神
仏
分
離
に
か
か
る
法
令
に
お
い
て
、
本
稿
で
述
べ
る
祭
神
名
や

社
名
の
関
係
で
と
く
に
問
題
と
な
る
の
は
、
②
⑤
⑦
⑫
の
法
令
で
あ
る
。

祭
神
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
神
社
に
て
祭
祀
さ
れ
る
神
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、⑤
⑦
に
て
八
幡
大
菩
薩
を
廃
止
し
て
八
幡
大
神
と
称
し
た
よ
う
に
、

法
令
上
、
そ
れ
ま
で
菩
薩
や
権
現
、
天
王
の
よ
う
に
仏
語
を
用
い
て
い
た

祭
神
の
名
称
を
禁
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
⑫
の
よ
う
に
法
華
経
で
重

視
さ
れ
、
日
々
交
替
で
三
〇
日
を
一
区
切
り
と
し
て
国
家
国
民
を
守
護
す

る
と
考
え
ら
れ
た
三
十
番
神
の
呼
称
を
禁
じ
る
施
策
も
な
さ
れ
た
。
社
名

に
つ
い
て
も
⑤
⑦
の
達
に
よ
っ
て
『
延
喜
式
』
神
名
帳
以
降
、「
〇
〇
大
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菩
薩
〇
〇
宮
」
や
「
〇
〇
菩
薩
神
社
」
と
い
っ
た
名
称
や
、
神
宮
寺
の
あ
っ

た
社
に
て
「
〇
〇
八
幡
宮
寺
」
な
ど
の
名
称
で
通
称
さ
れ
て
い
た
社
も

「
〇
〇
宮
（
〇
〇
神
宮
）」「
〇
〇
神
社
」「
〇
〇
八
幡
宮
」
な
ど
に
正
式

名
称
を
改
め
る
こ
と
と
な
り
、
神
社
名
に
も
仏
語
を
用
い
る
こ
と
が
禁
止

さ
れ
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
達
に
て
御
神
体
に
仏
語
お
よ
び
仏
像
を
用
い

る
こ
と
も
併
せ
て
禁
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た（

（
（

。
ま
た
、
こ
の
神
仏
分
離

政
策
に
伴
う
仏
語
神
號
の
禁
止
事
由
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
昭
和
初
期
に

神
社
局
に
在
籍
し
『
神
社
制
度
綱
要
』
の
書
を
著
し
た
内
務
書
記
官
の
足

立
収
に
よ
れ
ば
、「
神
佛
混
淆
ニ
依
ル
此
等
ノ
神
號
ガ
惟
神
ノ
道
、
国
體

ノ
精
神
ニ
適
セ
ザ
ル
ヤ
勿
論
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
明
治
元
年
王
政
維
新
ト
共
ニ

此
等
ノ
佛
名
ヲ
神
號
ト
シ
テ
称
ス
ル
コ
ト
ヲ
禁
止
セ
ラ
レ
タ
リ（

（
（

」
と
解
し

て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
⑤
⑦
に
関
し
て
は
、
権
現
の
称
号
に
は
、
勅
宣
の
も

の
や
御
宸
翰
、
勅
額
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
神
社
の
由
緒
・

事
歴
の
上
で
混
乱
を
生
じ
る
も
の
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
内
務
省
社
寺
局

で
は
、
明
治
二
〇
年
一
〇
月
一
三
日
に
内
務
省
訓
令
第
七
六
九
号
「
権
現

号
等
私
称
に
関
す
る
件
」
を
発
し
て
、
神
社
に
て
古
来
の
慣
習
に
お
い
て

幟
旗
や
扁
額
、
守
札
や
鳥
居
に
掲
げ
た
社
額
等
に
祭
神
や
社
名
に
権
現
号

を
私
称
す
る
こ
と
に
対
す
る
禁
制
を
解
除
し
て
、
以
後
は
差
支
え
な
い
と

し
た
も
の
の
、
あ
く
ま
で
も
私
称
の
禁
を
解
い
た
の
み
で
公
式
名
称
に
仏

語
を
用
い
る
こ
と
は
引
き
続
き
禁
止
の
ま
ま
と
し
た
。
ま
た
、
公
簿
で
あ

る
『
神
社
明
細
帳
』
等
に
も
権
現
の
称
号
を
用
い
る
こ
と
も
引
き
続
き
禁

止
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
訓
令
第
七
六
九
号
で
は
「
権
現
等
」
と
あ
り
、
神

社
行
政
の
上
で
こ
の
訓
令
は
権
現
号
の
み
な
ら
ず
、
菩
薩
号
に
お
い
て
も

法
規
上
明
文
化
さ
れ
た
も
の
は
な
い
が
、
権
現
号
と
同
様
の
取
り
扱
い
を

行
う
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
お
り（

（
（

、
神
仏
混
淆
を
禁
じ
た
「
神
仏
の
区
別
に

関
す
る
件
」（
明
治
元
年
三
月
二
八
日
／
太
政
官
布
告
第
一
九
六
号
）
の

趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
訓
令
七
六
九
号
は
取
り
除
け
の
規
則
で
あ
り
、
常
に

私
称
す
る
も
の
で
は
な
く
、
仏
語
を
用
い
た
私
称
の
習
慣
が
あ
る
社
で
、

か
つ
由
緒
上
、
崇
敬
上
も
や
む
を
得
な
い
場
合（

（
（

に
限
り
私
称
に
て
用
い
る

よ
う
に
し
た
も
の
で
、
社
寺
局
か
ら
明
治
三
三
年
に
特
立
し
た
神
社
局
の

属
で
あ
っ
た
椙
杜
吉
次
に
よ
れ
ば
、
あ
く
ま
で
も
習
慣
上
や
む
を
得
な
い

も
の
を
不
問
に
付
し
た
と
い
う
程
度
で
、
不
問
に
付
し
た
と
い
う
こ
と
を

法
令
上
公
に
許
可
し
た
だ
け
の
も
の
と
解
釈
し
て
い
た（

（1
（

。
そ
の
後
、
時
代

が
下
り
、
昭
和
初
期
に
な
る
と
前
出
の
足
立
は
、「
古
来
ノ
慣
習
ア
ル
場

合
ニ
敢
テ
禁
止
ニ
及
バ
ザ
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
」と
表
現
し
て
い
る
。「
敢
テ
」

と
あ
る
た
め
、
や
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
っ
て
い
る
。

　

結
果
的
に
こ
の
明
治
二
〇
年
の
内
務
省
訓
令
第
七
六
九
号
に
よ
っ
て
、

社
名
も
含
め
て
人
々
が
私
称
と
し
て
呼
ぶ
仏
語
（
仏
教
語
）
神
名
や
社
名

は
慣
習
上
残
さ
れ
た
も
の
の（

（1
（

、
戦
前
期
に
国
も
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
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営
造
物
法
人
と
し
て
公
簿
で
あ
る
『
神
社
明
細
帳
』
に
登
録
さ
れ
た
社
、

つ
ま
り
公
式
に
認
め
ら
れ
た
神
社
の
正
式
名
称
に
は
、
仏
語
を
用
い
な
い

と
い
う
方
向
性
が
確
定
す
る
こ
と
と
な
り
、
以
後
、
こ
の
形
が
継
続
さ
れ

て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二　

�

祭
神
名
に
対
す
る
近
代
の
神
社
法
令
の
解
釈
お
よ
び
そ

の
取
扱
い

　

次
に
神
仏
分
離
以
降
の
祭
神
名
や
社
名
に
対
す
る
近
代
以
降
の
神
社
法

令
上
の
考
え
方
や
解
釈
、
実
際
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
み
て
ゆ

き
た
い
。
神
社
の
祭
神
を
い
か
に
考
え
る
か
と
い
う
点
で
は
、
ま
ず
以
て

神
社
が
法
令
上
、
い
か
に
定
義
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
神
社
根
本
の
意

義
に
関
わ
る
問
題
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
拙
稿
で
も
論

じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が（

（1
（

、
神
社
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
、
何
を
以
て
し
て
神
社
と
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
神
社
に
祀
ら

れ
る
祭
神
が
い
か
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
、
神
社

の
定
義
と
の
か
か
わ
り
で
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

神
社
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
維
新
後
か
ら
二
五
～
三
〇
年
程
度
を
経
て

神
社
法
令
が
一
定
数
出
さ
れ
て
法
制
度
的
に
も
安
定
し
た
時
期
に
入
っ
た

明
治
三
一
年
に
内
務
省
社
寺
局
に
勤
務
し
て
神
社
課
長
を
務
め
、
同
三
三

年
に
神
社
局
へ
と
特
立
し
た
後
に
も
同
局
の
第
一
、
第
二
課
長
を
務
め
た

中
川
友
次
郎
が
『
神
社
協
会
雑
誌
』
に
連
載
し
て
い
た
法
令
解
釈
の
内
容

を
一
書
に
纏
め
た
『
神
社
法
令
講
義
』
に
、
神
社
と
は
「
神
の
や
し
ろ
と

い
ふ
こ
と
な
れ
ば
、
読
ん
で
字
の
如
く
、
神
様
の
坐
ま
す
御
建
物
と
い
う

外
な
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
中
川
は
さ
ら
に
神
社
を
法
規
上
か
ら
説
明
す

る
と
「
帝
国
の
神
祇
を
鎮
祭
し
、
公
衆
参
拝
し
、
本
殿
拜
殿
等
の
建
物
并

に
境
内
地
を
具
備
し
、
氏
子
又
は
信
徒
を
有
す
る
法
人
に
し
て
、
営
造
物

た
る
も
の
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
加
え
て
、
神
社
法
令
上
の
「
神
祇
（
＝

神
の
こ
と
）」
は
、
先
に
示
し
た
自
身
の
説
明
の
如
く
狭
義
の
意
味
で
解

す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
「
帝
国
の
神
祇
」
と
は
、

筆
者
が
そ
れ
を
文
字
通
り
に
解
す
る
と
す
れ
ば
、
日
本
の
神
々
、
あ
る
い

は
神
社
に
祀
ら
れ
る
神
々
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
昭
和
初
期
に
神
社
局

総
務
課
長
や
神
社
局
長
等
を
歴
任
し
『
神
社
行
政
』
の
書
を
著
し
た
内
務

官
僚
の
児
玉
九
一
や
児
玉
以
前
に
神
社
局
に
在
籍
し
た
足
立
収
に
よ
れ

ば
、
神
社
法
規
上
、
こ
の
「
帝
国
の
神
祇
」
に
か
か
る
明
確
な
規
定
は
な

い
と
明
言
し
て
い
る（

（1
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
中
川
友
次
郎
は
、
こ
の
「
帝
国

の
神
祇
」
を
、
①
皇
室
の
祖
宗
并
皇
室
の
祖
宗
に
奉
仕
せ
し
神
明
、
②
御

歴
代
の
天
皇
中
著
し
き
御
方
々
、
③
氏
族
の
祖
先
、
④
皇
室
又
は
国
家
に

勲
功
あ
り
し
方
々
、
⑤
地
方
治
者
又
は
地
方
に
功
労
あ
り
し
方
々
（
例
へ

ば
舊
藩
祖
の
如
し
）、
と
い
う
五
種
類（

（1
（

に
分
類
し
掲
げ
た
上
で
、
こ
れ
以
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外
に
も
「
赫
々
の
勲
功
な
き
方
に
て
も
、
墓
な
き
最
後
を
遂
げ
ら
れ
た
る

と
か
、
最
も
當
時
の
人
心
に
憐
れ
い
と
し
と
感
し
た
る
方
々
を
、
神
と
し

て
奉
祀
す
る
こ
と
な
き
に
あ
ら
ざ
る
べ
き
」
と
し
、
加
え
て
動
植
物
崇
拝

や
山
岳
崇
拝
な
ど
に
つ
い
て
は
、「
む
つ
か
し
く
学
者
か
述
ぶ
る
所
の
も

の
あ
り
、
之
れ
が
神
社
を
祭
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
動
物
例
へ
ば
蛇
と
か
、

植
物
例
へ
ば
杉
の
木
と
か
、
山
岳
即
ち
山
其
者
を
祭
る
こ
と
あ
り
、
之
れ

は
何
れ
の
國
に
て
も
、
多
分
行
は
れ
た
る
こ
と
な
る
べ
し
」
と
述
べ
て
い

る
。
し
か
し
、「
帝
国
の
神
祇
」
に
適
さ
な
い
も
の
と
し
て
「
甚
し
き
は

河
童
を
祭
る
と
か
、
天
狗
を
祭
る
と
か
と
い
ふ
様
の
こ
と
も
あ
り
、
余
輩

は
此
の
如
き
は
固
よ
り
神
祇
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
之
を
祭
れ
る
と
こ
ろ
は
神

社
と
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
、
所
謂
淫
祠
に
て
、
淫
祠
は
神
社
に
非
ら
ざ
る
な

り
と
す
」
と
し
て
い
る（

（1
（

。
ま
た
、「
帝
国
の
神
祇
」
は
、「
始
め
て
神
祇
と

崇
む
る
に
あ
ら
ず
し
て
既
に
舊
来
よ
り
神
祇
と
し
て
祭
り
來
れ
る
方
々

は
、
固
よ
り
従
来
よ
り
帝
国
の
神
祇
に
在
し
ま
せ
」
る
も
の
で
あ
る
と
し

て
お
り
、
既
に
神
々
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
帝
国
の

神
祇
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
一
方
で
「
帝
国
の
神
祇
」

を
考
え
る
場
合
に
④
⑤
に
関
連
し
て
、著
し
き
御
事
歴
、功
労
の
あ
る
人
々

や
勲
功
の
あ
る
人
々
を
初
め
て
神
社
の
神
と
し
て
祭
る
場
合
、「
著
し
き

事
歴
」
の
著
し
い
と
は
ど
の
程
度
か
、「
勲
功
あ
る
」
の
程
度
が
ど
の
程

度
か
、
こ
れ
を
何
を
基
準
に
勲
功
の
厚
薄
を
決
め
る
の
か
と
い
う
問
題
が

生
じ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
中
川
は
、
そ
の
時
々
に
て
決
定
す
る
外
な

い
が
、
神
社
創
立
時
（
も
し
く
は
既
に
存
在
す
る
神
社
に
あ
る
人
物
を
初

め
て
神
祇
と
し
て
新
た
に
併
せ
祀
る
場
合
は
祭
神
増
加
の
願
書
と
な
る
）

に
願
書
を
地
方
長
官
に
提
出
す
る
際
に
、
地
方
長
官
は
内
務
大
臣
へ
伺
い

を
立
て
、
そ
の
願
い
を
許
可
す
る
か
、
不
許
可
に
す
る
か
を
決
定
す
る
た

め
、
内
務
大
臣
が
こ
の
神
祇
に
て
祀
る
か
否
か
の
最
終
決
定
を
掌
る
も
の

と
し
て
い
る（

（1
（

。
な
お
、
帝
国
の
神
祇
に
関
す
る
分
類
は
、
表
１（

（1
（

に
掲
げ
た

通
り
、
内
務
官
僚
に
よ
っ
て
若
干
分
類
の
仕
方
が
異
な
っ
て
い
る
も
の
の

概
ね
類
似
し
た
も
の
で
大
き
な
差
異
は
な
い
。

　

ま
た
、海
外
由
来
の
他
教
の
神
々
に
つ
い
て
中
川
は
、「
耶
蘇
教
の
神
等
」

に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
に
て
「
人
間
以
上
に
お
け
る
万
能
の
神
は
教
を
垂

れ
て
、
民
を
導
か
れ
ん
と
す
る
も
の
に
し
て
、
吾
人
か
祖
先
敬
愛
の
看
念

を
以
て
神
祇
と
崇
む
る
と
こ
ろ
と
は
、
大
に
異
な
る
所
あ
る
を
知
る
に
足

る
べ
し
、
即
ち
神
社
の
神
祇
も
祖
先
な
り
、
耶
蘇
教
等
の
神
は
実
在
の
祖

先
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
勿
論
に
し
て
、或
者
は
仮
説
的
の
神
な
り
と
い
へ
り
」

と
述
べ
、「
帝
国
の
神
祇
」
と
は
異
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
本
稿
で

取
り
上
げ
る
仏
語
名
の
祭
神
に
つ
い
て
は
、
中
川
は
『
神
社
法
令
講
義
』

の
な
か
で
「
神
仏
混
淆
の
事
」「
神
號
の
事
」「
祭
神
変
更
の
事
」
の
中
で

取
り
上
げ
て
お
り
、
中
川
は
由
緒
や
縁
起
に
つ
い
て
も
「（
神
仏
混
淆
に

よ
っ
て
）
当
時
神
社
の
由
緒
書
縁
起
書
は
僧
侶
の
手
に
作
ら
れ
し
こ
と
多
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く
、
而
し
て
此
等
の
由
緒
書
縁
起
書
に
て
は
、
所
謂
両
部
に
て
、
宗
教
的

殊
に
迷
信
的
の
行
為
少
か
ら
ざ
る
に
至
れ
り
と
云
ふ
、
此
の
如
き
は
実
に

万
国
無
比
の
国
粋
た
る
我
が
敬
神
の
美
風
を
害
す
る
も
の
と
の
譏
り
を
免

れ
さ
る
べ
し
、
故
に
明
治
の
御
代
と
な
り
て
は
、
直
に
之
を
厳
禁
せ
ら
れ

た
り
」
と
し
て
い
る
。
中
川
は
、
神
仏
混
淆
を
禁
止
は
、
祭
神
名
や
社
名

を
含
む
神
社
社
頭
の
体
裁
に
か
か
わ
る
も
の
全
て
に
仏
号
、
仏
語
、
仏
具

な
ど
を
用
い
る
こ
と
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る（

（1
（

。

　

次
に
祭
神
の
変
更
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
稿
で
問
題
と
す
る
仏
語
名
の

祭
神
名
称
に
つ
い
て
は
、
中
川
も
「
祭
神
変
更
と
は
祭
神
を
変
更
し
奉
る

に
あ
ら
ず
（
八
幡
大
神
を
奉
祀
せ
る
を
稲
荷
大
神
に
変
更
し
奉
る
に
あ
ら

ず
）
其
實
誤
解
を
訂
正
す
る
に
止
る
な
り（

（2
（

」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
神
仏

分
離
の
令
に
基
づ
い
て
、
明
治
十
二
年
以
降
、
公
認
さ
れ
た
神
社
が
正
式

に
国
の
営
造
物
法
人
と
し
て
登
録
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
公
簿
で
あ
る
『
神

社
明
細
帳
』
に
、
仏
語
呼
称
の
祭
神
名
や
社
名
を
「
帝
国
の
神
祇
」
に
基

づ
く
神
名
や
社
名
へ
と
名
称
へ
と
変
更
し
て
以
後
、
祭
神
の
変
更
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
神
社
に
祀
っ
て
き
た
八
幡
大
神
を
急
に
今
後
は
稲
荷
大

神
へ
と
変
え
て
奉
祀
し
直
し
た
い
と
い
う
意
味
で
の
祭
神
変
更
は
あ
り
え

な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。
あ
く
ま
で
も
従
来
、
祭
神
不
明
（
不
詳
）
で
あ
っ

た
も
の
を
考
証
の
結
果
、
明
確
に
確
定
で
き
た
た
め
新
た
に
祭
神
を
決
定

す
る
、
も
し
く
は
祭
神
名
の
誤
記
や
誤
謬
の
訂
正
、
由
緒
の
考
証
・
調
査

表１　内務官僚の分類による「帝国の神祇」

中川友次郎
『神社法令講義』明治43

足立収
『神社制度綱要』昭和５

児玉九一
『神社行政』昭和９

（参考）櫻井治男
『神道の多面的価値』
平成26

１ 皇室の祖宗并皇室の祖
宗に奉仕せし神明

国土成立以来我が民族
の信仰に成れる神

皇統の祖神を祀りた
るもの

至高神（皇祖畏敬）
皇室　神宮

２ 御歴代の天皇中著しき
御方々

皇室の祖宗歴代の天皇
および皇親の内にて殊
に御事歴著しき神

歴代の天皇を奉祀せ
るもの

至高神（族祖敬仰）
氏族奉斎の氏祖の神

３ 氏族の祖先 氏族の祖先たる神 皇族を奉祀せるもの 至高神（地域安泰）
氏神など地域守護神

４ 皇室又は国家に勲功あ
りし方々

皇室および国家に勲功
ありし神 皇室に勲功ありし神 霊威神（慰霊安鎮）

御霊・英霊・義人

５ 地方治者又は地方に功
労ありし方々

国家に勲功ありたる
神

機能神（国家意識高
揚）
国民の奉斎の社

６ 氏族の祖神及び氏神
を祀りたるもの

機能神（精神安定）
民間信仰と相俟った
御利益神
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疎
漏
の
結
果
に
て
全
く
誤
解
さ
れ
て
い
た
も
の
を
訂
正
す
る
と
い
う
こ
と

の
み
を
指
す
と
い
う
も
の
で
、
誤
解
や
誤
記
で
あ
っ
た
証
拠
を
明
確
に
示

し
た
上
で
、
神
職
・
氏
子
総
代
よ
り
地
方
長
官
へ
願
い
出
て
、
地
方
長
官

か
ら
内
務
大
臣
に
伺
い
を
経
て
証
拠
明
白
で
あ
れ
ば
許
可
さ
れ
る
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
わ
ず
か
に
紹
介
す
る
に
と
ど
め
る
が
、
か
つ

て
拙
稿
で
も
論
じ
た
よ
う
に
『
神
社
明
細
帳
』
へ
の
搭
載
の
た
め
、
神
社

調
査
が
明
治
初
年
か
ら
幾
度
と
な
く
実
施
さ
れ
た
際
に
、
内
務
省
（
明
治

一
〇
年
以
前
は
内
務
省
や
神
祇
省
）
か
ら
祭
神
の
決
定
が
な
さ
れ
る
も
そ

れ
ま
で
祀
っ
て
き
た
祭
神
と
は
異
な
る
呼
称
、
従
来
の
由
緒
と
は
異
な
る

異
質
の
神
を
決
定
さ
れ
た
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
あ
り（

（2
（

、
そ
の
後
、
地
方
長
官

を
通
じ
て
何
度
も
内
務
大
臣
宛
に
祭
神
変
更
の
願
い
出
を
す
る
も
変
更
を

聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
ケ
ー
ス
が
あ
る
ほ
ど
に
、
祭
神
名
の
変
更
や

増
加
は
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

祭
神
名
、
神
社
名
に
か
か
る
法
令
は
、
先
に
掲
げ
た
神
仏
分
離
関
係
の

法
令
以
外
に
も
明
治
二
二
年
七
月
十
六
日
内
務
省
社
甲
第
四
号
通
牒
に
て

「
祭
神
本
尊
ノ
増
加
変
更
等
取
扱
方
」
や
癸
丑
以
来
の
殉
難
者
、
戦
死
者

の
招
魂
社
へ
の
合
祀
に
か
か
る
各
種
の
法
令
や
、
明
治
五
年
九
月
十
五
日

太
政
官
布
告
第
二
七
二
号
「
神
宮
神
號
ノ
件
」、
明
治
二
四
年
十
二
月

十
六
日
内
務
書
記
官
通
牒
社
甲
第
二
三
号
「
宮
号
ニ
改
称
取
扱
方
」
な
ど

が
あ
り
、
関
連
す
る
法
令
や
通
達
が
出
さ
れ
続
け
た
こ
と
も
あ
っ
て
年
を

経
る
に
従
っ
て
多
岐
に
わ
た
り
煩
雑
と
な
っ
た
た
め
、
こ
う
し
た
法
令
を

一
括
し
て
整
理
す
る
必
要
か
ら
、
井
上
友
一
神
社
局
長
時
代
の
大
正
二
年

四
月
二
一
日
に
内
務
省
令
第
六
号
「
官
国
幣
社
以
下
神
社
の
祭
神
、
神
社

名
、
社
格
、
明
細
帳
、
境
内
、
創
立
、
移
転
、
廃
合
、
参
拝
、
拝
観
、
寄

附
金
、
講
社
、
神
札
等
に
関
す
る
件
」
が
出
さ
れ
、
祭
神
や
社
名
に
か
か

る
条
文
は
第
一
条
～
二
条
、
第
四
～
五
条
（
二
条
、
五
条
は
靖
國
神
社
、

招
魂
社
に
関
す
る
も
の
）
に
規
定
さ
れ
直
さ
れ
た
。

　

そ
の
後
、
昭
和
十
五
年
に
神
社
局
を
内
務
省
の
外
局
と
し
て
特
立
し
た

神
祇
院
で
は
、
同
時
期
に
企
図
・
実
施
し
よ
う
と
し
て
い
た
無
格
社
の
合

併
・
合
祀
な
ど
の
神
社
整
理（

（2
（

に
相
俟
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
神
社
取
調
に
基

づ
い
て
公
簿
で
あ
る
『
神
社
明
細
帳
』
に
登
録
さ
れ
た
社
名
や
祭
神
名
な

ど
記
載
の
不
備
を
改
め
る
べ
く
、
昭
和
一
八
年
に
『
神
社
振
興
整
備
関
係

事
務
提
要
』
を
作
成
し
た
。
こ
の
事
務
提
要
で
は
、「
神
社
明
細
帳
の
整

備
に
関
す
る
例
示
」
と
し
て
、
府
県
社
以
下
神
社
の
祭
神
名
、
社
名
中
、

往
々
に
し
て
神
社
の
名
称
に
相
応
し
く
な
い
も
の
が
あ
り
、
国
民
に
敬
神

思
想
の
涵
養
の
た
め
に
も
遺
憾
と
す
べ
き
も
の
が
少
な
く
な
い
と
指
摘
し

た
上
で
、
是
正
の
通
則
と
し
て
祭
神
名
、
神
社
名
に
仏
名
、
仏
語
も
し
く

は
類
似
の
名
称
を
付
し
た
も
の
は
社
会
通
念
上
、
不
適
当
も
し
く
は
表
現

が
不
適
当
で
あ
る
と
し
、
是
正
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
た（

（2
（

。
具
体
的
に

は
、
祭
神
名
で
は
、
地
蔵
菩
薩
、
八
幡
大
菩
薩
、
山
王
権
現
、
熊
野
権
現
、
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馬
頭
観
世
音
（
馬
頭
観
音
）、
帝
釈
天
、
牛
頭
天
王
、
弁
財
天
、
大
黒
天
、

摩
利
支
天
、
龍
蛇
神
、
龍
王
、
大
蛇
神
、
疫
神
、
疱
瘡
神
、
福
寿
明
神
、

五
行
神
、
七
曜
星
、
北
辰
神
、
大
元
尊
、
牽
牛
星
、
北
斗
、
平
将
門
、
藤

原
純
友
、
安
産
大
明
神
、
八
俣
大
蛇
、
高
津
鳥
神
、
蛇
毒
気
神
が
例
示
さ

れ
て
お
り
、
社
名
で
は
、
日
天
神
社
、
蔵
王
神
社
、
弁
財
天
神
社
、
帝
釈

神
社
、
薬
師
神
社
、
権
現
社
、
摩
利
支
天
神
社
、
牛
頭
天
王
社
、
不
動
社
、

馬
頭
観
世
音
社
、
龍
王
社
、
庚
申
神
社
、
天
狗
神
社
、
疫
神
社
、
疱
瘡
神

社
、
福
寿
明
神
社
、
妙
見
神
社
、
将
門
神
社
、
天
子
神
社
、
魔
王
神
社
、

七
夕
社
、
正
一
位
神
社
な
ど
が
例
示
さ
れ
て
い
る（

（2
（

。

　

同
時
に
こ
う
し
た
社
名
、
祭
神
名
の
是
正
の
方
針
も
同
事
務
提
要
で
は

示
さ
れ
て
お
り（

（2
（

、
祭
神
の
訂
正
と
し
て
、
弁
財
天
は
厳
島
系
統
、
宗
像
系

統
、
海
神
系
統
、
宇
賀
神
な
ど
そ
の
他
の
系
統
の
三
種
類
と
し
、
龍
神
に

つ
い
て
も
、
海
神
系
統
、
龗
系
統
、
水
分
神
等
そ
の
他
の
系
統
の
三
種
類
、

疫
神
は
、
廣
峰
系
統
、
今
宮
系
統
、
少
彦
名
命
、
素
戔
嗚
尊
、
大
己
貴
命

等
そ
の
他
の
系
統
の
三
種
類
と
し
た
。
ま
た
、
蛇
毒
気
神
に
つ
い
て
は
、

八
柱
御
子
神
と
し
、
そ
の
他
、
祭
神
の
名
称
が
不
適
当
な
場
合
や
、
適
当

な
る
訂
正
の
方
途
が
見
出
し
難
い
場
合
は
神
祇
院
に
相
談
す
る
も
の
と
し

た
。
社
名
に
つ
い
て
も
、
宮
号
、
神
祠
等
に
特
別
の
社
号
を
用
い
て
い
る

場
合
の
訂
正
や
、
不
適
当
な
る
神
社
名
の
是
正
の
方
針
を
示
し
て
お
り
、

地
蔵
菩
薩
を
祀
る
愛
宕
神
社
を
軻
遇
突
智
命
に
是
正
す
る
案
を
示
す
な
ど

鎮
座
地
名
を
出
さ
な
い
形
で
具
体
的
な
訂
正
の
例
を
も
示
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
整
備
方
針
が
事
務
提
要
と
し
て
神
祇
院
か
ら
示
さ
れ
た
こ
と

は
、
明
治
三
三
年
の
神
社
局
設
置
か
ら
四
〇
年
余
を
経
た
昭
和
一
八
年
の

段
階
で
も
裏
を
返
せ
ば
、
明
治
維
新
後
の
神
仏
分
離
施
策
以
降
、
大
半
の

神
社
で
は
是
正
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
仏
号
な
ど
を
そ
の
ま
ま
祭
神
名
や

社
名
に
用
い
て
い
た
神
社
が
一
定
数
見
受
け
ら
れ
た
と
い
う
当
時
の
実
情

そ
の
も
の
を
示
す
も
の
と
も
い
え
る
。
昭
和
一
八
年
の
『
神
社
振
興
整
備

関
係
事
務
提
要
』
は
、
無
格
社
の
整
理
・
合
併
に
関
係
す
る
も
の
で
も
あ

る
が
、
そ
の
後
、
半
世
紀
を
経
過
し
て
仏
語
を
用
い
た
祭
神
名
・
社
名
が

ど
れ
ぐ
ら
い
存
在
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
次
節
に
現
状
を
記
し

て
考
察
を
行
い
た
い
。

　

そ
の
後
、
わ
が
国
は
昭
和
二
〇
年
八
月
一
四
日
に
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受

諾
、
大
戦
の
敗
戦
を
受
け
て
九
月
か
ら
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部

（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
）
に
よ
る
占
領
政
策
が
開
始
さ
れ
た
。
同
年
一
二

月
一
五
日
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
覚
書
と
し
て
発
出
さ
れ
た
神
道
指
令
に
よ
っ

て
、
神
社
と
国
家
と
の
分
離
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
神
社
に
か
か
る

そ
れ
ま
で
の
官
制
は
昭
和
二
一
年
二
月
二
日
ま
で
に
す
べ
て
廃
止
と
な
っ

た
。
そ
の
た
め
、
同
年
二
月
三
日
に
民
間
神
祇
関
係
三
団
体
が
解
散
合
併

す
る
形
で
全
国
神
社
の
総
意
の
も
と
、
包
括
宗
教
法
人
と
し
て
設
立
さ
れ

た
神
社
本
庁
で
は
、
包
括
す
る
各
神
社
の
祭
神
名
、
社
名
に
関
す
る
事
項
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を
設
立
当
初
、
神
社
本
庁
庁
規
第
九
三
条
第
三
項
、
宗
教
機
能
に
関
す
る

規
程
第
八
条
、
神
社
本
庁
が
包
括
神
社
に
標
準
的
な
神
社
規
則
と
し
て
用

い
る
よ
う
示
し
た
神
社
規
則
準
則
第
三
五
条
第
一
項
に
基
づ
い
て
神
社
本

庁
統
理
の
承
認
事
項
と
し
た
。
具
体
的
に
は
、
奉
斎
す
る
祭
神
名
や
社
名

を
記
し
た
神
社
規
則
第
一
章
総
則
の
第
一
条
、二
条（
社
名
）、第
三
条（
奉

斎
す
る
祭
神
）
の
変
更
等
で
あ
り
、
三
六
条
に
あ
る
各
神
社
の
詳
細
を
記

載
し
た
神
社
明
細
帳
の
記
載
事
項
の
変
更
も
含
ま
れ
る
。
そ
の
後
、
宗
教

機
能
に
関
す
る
規
程
が
祭
神
名
、
社
名
、
例
祭
日
の
変
更
に
基
づ
く
事
項

の
み
と
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
庁
規
の
上
に
立
つ
最
高
規
範
と
し

て
昭
和
五
十
五
年
七
月
に
制
定
さ
れ
た
神
社
本
庁
憲
章
の
施
行
後
に
宗
教

機
能
に
関
す
る
規
程
は
廃
止
さ
れ
、
同
憲
章
に
て
祭
神
・
社
名
・
例
祭
日

を
神
社
存
立
の
基
本
に
関
わ
る
重
要
事
項
と
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
か

ら
、
祭
神
や
社
名
、
例
祭
日
の
決
定
と
変
更
の
双
方
を
含
め
て
本
庁
統
理

の
承
認
事
項
と
し
て
改
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
同
憲
章
の
第
九
条
に
そ

の
旨
が
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る（

（2
（

。
ま
た
、
神
社
の
祭
神
名
、
社
名
等

に
か
か
る
官
制
時
代
の
法
令
に
つ
い
て
は
、
当
然
廃
止
さ
れ
て
い
る
が
、

祭
神
名
、社
名
に
関
す
る
事
項
は
、神
社
存
立
に
関
す
る
基
本
事
項
と
し
、

神
社
本
庁
統
理
の
承
認
事
項
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
神
仏
分
離

の
令
に
基
づ
い
て
神
名
、
社
名
に
仏
語
を
用
い
る
こ
と
を
禁
じ
、
祭
神
名

称
の
変
更
を
行
っ
て
以
来
、
誤
記
、
誤
解
に
よ
る
訂
正
変
更
以
外
の
祭
神

名
の
変
更
を
許
さ
な
か
っ
た
戦
前
期
の
法
令
上
の
考
え
方
を
現
在
も
踏
襲

し
、
引
き
継
い
で
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
事
実
、
現

在
、
神
社
本
庁
が
神
社
の
法
人
事
務
上
の
手
続
き
の
留
意
点
を
示
し
た
解

説
書
の
中
に
も
「
①
祭
神
名
の
表
記
に
関
し
て
は
、
基
本
的
に
、
古
典
に

準
拠
し
た
記
載
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
②
神
社
の
御
祭
神
は
そ
の
地
域
に

由
緒
あ
る
神
々
が
祀
ら
れ
、
神
社
の
歴
史
と
御
祭
神
の
御
事
績
は
深
く
結

び
付
い
て
ゐ
る
こ
と
が
多
い（

（2
（

。（
傍
線
筆
者
）」
と
し
、
新
た
に
御
祭
神
を

勧
請
し
て
お
祀
り
す
る
場
合
は
慎
重
か
つ
、
御
祭
神
と
神
社
及
び
氏
子
地

域
と
の
関
係
性
、
神
社
お
よ
び
氏
子
に
及
ぼ
す
影
響
、
ど
の
よ
う
な
祭
儀

を
行
っ
て
い
く
の
か
な
ど
に
つ
い
て
も
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
祭
神
表
記
に
関
し
て
も
古
典
（
神
道
古
典
）
に

準
拠
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
見
て
も
仏
語
を
用
い
る
こ
と
は
ほ

ぼ
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
い
う
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
社

名
に
つ
い
て
も
「
社
名
は
、
神
社
の
由
緒
に
依
っ
て
一
社
の
伝
統
と
と
も

に
呼
称
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、こ
れ
の
変
更
は
後
世
に
与
へ
る
影
響
、

同
じ
由
緒
を
持
つ
神
社
に
及
ぼ
す
影
響
な
ど
重
大
な
問
題
が
あ
り
、
特
に

配
慮
を
期
し
、
慎
重
に
執
り
進
め
る
必
要
が
あ
る（

（2
（

」
と
し
て
い
る
。
祭
神

名
、
社
名
に
つ
い
て
、
と
も
に
神
社
お
よ
び
氏
子
に
与
え
る
影
響
、
つ
ま

り
後
世
に
与
え
る
影
響
を
重
視
し
て
い
る
点
が
、
戦
前
期
に
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
特
徴
で
も
あ
り
、
古
典
に
準
拠
し
た
記
載
に
す
る
べ
き
と
い
う
点
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と
と
も
に
祭
神
、
社
名
に
か
か
る
取
り
扱
い
で
神
社
本
庁
が
特
に
重
視
し

て
い
る
点
で
あ
る
と
い
え
る
。

三　

仏
語
を
用
い
た
祭
神
名
・
社
名
の
現
状

　

本
節
で
は
、後
掲
す
る
表
２
、表
３
を
も
と
に
仏
語
を
用
い
た
祭
神
名
・

社
名
が
現
状
、
ど
れ
ぐ
ら
い
存
在
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
少
し
述
べ

て
み
た
い
。
前
節
に
て
、
神
祇
院
が
『
神
社
振
興
整
備
関
係
事
務
提
要
』

に
て
蛇
毒
気
神
に
つ
い
て
は
、
八
柱
御
子
神
に
是
正
す
る
よ
う
に
方
針
を

定
め
て
い
た
が
、
昭
和
一
八
年
段
階
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
二
年
後
の
昭

和
二
〇
年
八
月
に
終
戦
を
迎
え
、
神
祇
院
も
神
社
に
関
す
る
官
制
の
廃
止

に
伴
い
、
翌
年
一
月
三
一
日
を
以
て
廃
止
と
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
実

際
に
こ
う
し
た
行
政
方
針
が
全
国
で
完
全
に
実
行
に
移
さ
れ
た
と
は
言
い

難
い
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（

（2
（

。
そ
れ
は
、
神
社
本
庁
が
平
成
三
年

か
ら
全
国
の
約
七
八
、九
六
〇
社
を
対
象
に
調
査
を
実
施
し
、
平
成
七
年

に
神
社
の
社
名
や
祭
神
、
祭
祀
の
有
無
や
例
祭
日
、
由
緒
な
ど
を
取
り
纏

め
て
デ
ー
タ
検
索
で
き
る
よ
う
に
し
た
『
全
国
神
社
祭
祀
祭
礼
総
合
調
査

報
告
書
』（
平
成
「
祭
」
デ
ー
タ
、
以
下
、
祭
礼
デ
ー
タ
と
表
記
）
を
発

行
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
八
柱
御
子
命
を
祀
る
神
社
は
三
社
、

境
内
社
な
ど
で
も
一
二
社
の
み
で
あ
る（

（3
（

。
表
１
に
は
、
同
じ
く
祭
礼
デ
ー

タ
に
基
づ
き
、
蛇
毒
気
神
を
祭
神
と
し
て
祀
る
社
も
調
べ
る
と
、
神
社
本

庁
備
付
の
神
社
台
帳
で
あ
る
『
神
社
明
細
書
』
の
表
記
と
祭
礼
デ
ー
タ
の

照
合
の
問
題
は
あ
る
が
、
本
社
の
祭
神
名
で
五
社
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
終
戦
ま
で
数
年
間
し
か
な
く
、
神
祇
院
が
祭
神
の
名
称
の
是
正
を
す

べ
き
対
象
と
し
て
い
な
が
ら
も
、
実
際
に
是
正
を
完
遂
す
る
ま
で
に
は
至

ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
地
蔵
菩
薩
や
馬
頭
観
音
、
弁
財
天
な
ど
、『
神
社
振
興
整
備
関
係

事
務
提
要
』
に
祭
神
名
の
変
更
・
是
正
の
対
象
と
し
て
具
体
的
に
掲
げ
ら

れ
た
仏
語
の
祭
神
名
に
つ
い
て
、
神
社
本
庁
の
『
全
国
神
社
祭
祀
祭
礼
総

合
調
査
報
告
書
』
を
元
に
、
現
状
、
ど
の
く
ら
い
全
国
の
神
社
に
残
存
し

て
い
る
か
を
整
理
し
て
示
し
た
の
が
表
２
で
あ
る
。

　

表
２
に
よ
れ
ば
、
明
ら
か
に
本
社
の
祭
神
名
か
ら
仏
語
が
完
全
に
取
り

除
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、地
蔵
菩
薩
、帝
釈
天
と
荼
吉
尼
天
、

八
俣
大
蛇
、
高
津
鳥
神
、
役
小
角
で
あ
る
。
境
内
社
も
含
め
て
と
な
る
と
、

八
俣
大
蛇
、
高
津
鳥
神
の
み
で
あ
る
。
平
成
七
年
の
段
階
で
は
あ
る
も
の

の
、
仏
語
関
連
の
祭
神
名
が
本
社
で
二
三
九
社
、
境
内
社
で
三
〇
八
社
残

存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る（

（3
（

。
不
動
明
王
や
牛
頭
天
王
、
弁
財
天
、
毘
沙

門
天
、疱
瘡
神
な
ど
は
現
在
で
も
一
〇
～
二
〇
社
程
度
残
存
し
て
い
る
が
、

観
音
菩
薩
、
五
行
神
や
七
曜
星
な
ど
の
祭
神
名
も
僅
か
で
あ
る
が
現
存
し

て
い
る
。
境
内
社
に
つ
い
て
は
、
牛
頭
天
王
、
弁
財
天
が
群
を
抜
い
て
い
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る
。
こ
う
し
た
仏
語
名
の
祭
神
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
は
、
本
社
に
祀
ら

れ
て
い
る
場
合
は
、
毘
沙
門
天
や
牛
頭
天
王
な
ど
で
見
ら
れ
る
が
主
祭
神

と
し
て
で
は
な
く
、
合
祀
神
や
配
祀
神
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に
全
国
で
集

中
的
に
実
施
さ
れ
た
神
社
整
理
施
策
の
影
響
な
ど
も
あ
り
、
由
緒
等
と
の

照
合
に
て
細
か
く
調
べ
る
必
要
も
あ
る
も
の
と
考
え
る
が
、
興
味
深
い
事

実
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
表
に
は
記
し
て
い
な
い
が
、
東
照
大
権
現
に
つ

い
て
は
、
本
社
・
境
内
社
と
も
二
社
の
み
で
あ
り
、
徳
川
家
康
公
と
し
て

い
る
本
社
は
一
〇
五
社
で
あ
る
。
明
治
二
〇
年
の
内
務
省
訓
令
で
私
称
が

認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
た
め
か
、権
現
号
で
の
祭
神
数
は
少
な
い
。

こ
の
点
は
熊
野
権
現
や
山
王
権
現
、
金
毘
羅
権
現
な
ど
で
も
同
様
の
傾
向

が
み
ら
れ
る
。

　

次
い
で
表
３
は
、
仏
語
を
用
い
た
社
名
に
つ
い
て
も
通
称
を
含
め
て
本

社
、
境
内
社
に
つ
い
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
社
名
に
つ
い
て
は
、
書

類
上
も
含
め
、
社
号
標
や
鳥
居
の
社
額
な
ど
人
々
に
目
に
触
れ
る
機
会
や

名
称
自
体
を
口
に
出
す
機
会
も
多
く
、
か
な
り
仏
語
名
が
取
り
除
か
れ
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
本
社
に
て
薬
師
、
天
王
、
龍
王
、
疫
神
が

群
を
抜
い
て
多
く
残
存
し
て
お
り
、
薬
師
に
つ
い
て
は
「
薬
師
菩
薩
」
で

は
な
く
、
菩
薩
を
取
り
除
き
「
薬
師
」
と
い
う
名
称
の
み
を
社
名
に
残
し

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
境
内
社
で
も
権
現
、
天
王
、
龍
王
、
疫
神
、
疱
瘡

神
が
多
く
残
存
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
前
節
と
の
関
連

で
い
え
ば
、
明
治
二
〇
年
の
内
務
省
訓
令
第
七
六
九
号
に
て
権
現
な
ど
の

仏
語
神
號
の
通
称
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
社
会
的
影
響
と
の

兼
ね
合
い
で
考
え
る
と
神
社
を
崇
敬
す
る
人
々
の
側
で
現
在
も
「
権
現
」

の
名
を
通
称
で
用
い
て
い
る
社
が
五
六
八
社
、
天
王
を
用
い
て
い
る
社
が

五
七
五
社
と
全
体
の
三
分
の
二
以
上
を
占
め
、
全
体
で
は
二
％
に
満
た
な

い
も
の
の
、
一
％
弱
の
一
四
五
三
社
が
仏
語
に
て
通
称
さ
れ
る
社
名
と
し

て
現
在
も
残
存
し
て
い
る
。

　

な
お
、
郷
土
の
発
展
に
尽
力
し
た
功
績
か
ら
偉
人
を
神
と
し
て
祭
っ
た

よ
う
な
事
例
の
な
か
に
、
境
内
末
社
な
ど
で
僧
侶
が
い
る
可
能
性
も
否
定

で
き
な
い
た
め
、
個
々
の
地
域
の
僧
侶
名
に
つ
い
て
は
そ
の
数
は
あ
ま
り

に
も
多
く
全
て
を
網
羅
し
て
調
べ
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
奈
良
時

代
の
南
都
六
宗
以
降
の
日
本
の
仏
教
一
三
宗
派
の
開
祖
と
し
て
知
ら
れ
る

空
海
や
最
澄
、
法
然
、
行
基
な
ど
著
名
な
僧
侶
に
つ
い
て
調
べ
た
結
果
、

こ
れ
ら
の
僧
侶
を
本
社
の
祭
神
と
す
る
ケ
ー
ス
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
た

だ
し
、
厳
格
な
意
味
で
僧
侶
で
は
な
い
が
、
歌
人
で
盲
目
の
琵
琶
法
師
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
蝉
丸
を
祀
り
、
社
名
に
も
そ
の
名
が
残
存
す
る
社
も

存
在
す
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る（

（3
（

。
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お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
神
社
の
管
理
・
運
営
に
あ
た
っ
て
、
と
く
に
祭
祀

の
根
幹
で
も
あ
り
、
神
社
存
立
の
基
本
事
項
と
も
な
っ
て
い
る
御
祭
神
お

よ
び
社
名
に
つ
い
て
、
と
く
に
仏
語
を
用
い
た
祭
神
名
、
社
名
を
用
い
て

い
る
神
社
に
つ
い
て
着
目
し
て
こ
れ
を
整
理
・
分
析
し
、
ま
た
明
治
維
新

の
神
仏
判
然
令
以
降
の
祭
神
名
、
社
名
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
神
社
局

在
籍
の
官
僚
に
よ
る
神
社
法
令
や
訓
令
等
の
解
釈
書
か
ら
、
そ
の
考
え
方

を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
戦
後
、
全
国
神
社
の
包
括
組
織
と
し
て
設

立
さ
れ
た
神
社
本
庁
に
お
け
る
取
り
扱
い
、
考
え
方
に
つ
い
て
も
「
神
社

本
庁
憲
章
」
な
ど
や
承
認
事
務
に
か
か
わ
る
留
意
点
に
つ
い
て
書
か
れ
た

冊
子
等
か
ら
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
、
戦
前
期
か
ら
の
解
釈
が
概
ね
引
き
継

が
れ
て
い
る
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
た
。
神
社
の
御
祭
神
や
社
名
は
、

宗
教
法
人
の
事
務
と
し
て
こ
れ
を
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
宮
司
以

下
の
神
職
や
神
社
の
責
任
役
員
に
と
っ
て
非
常
に
大
事
な
問
題
で
も
あ

り
、
ま
た
神
学
、
教
学
的
な
面
で
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

今
後
も
問
い
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
一
つ
と
し
て
は
、

神
社
に
祀
ら
れ
る
御
祭
神
は
、
氏
子
・
総
代
ら
に
と
っ
て
一
体
い
か
な
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
稿
で

も
述
べ
た
「
帝
国
の
神
祇
」
と
い
う
語
が
、
い
か
に
考
え
ら
れ
、
捉
え
ら

れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
も
繋
が
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
本
稿
で
は
内
務
官
僚
ら
の
解
釈
か
ら
整
理
を
試
み
た
次
第
で
あ
る
。
加

え
て
、明
治
の
神
仏
分
離
政
策
は
か
な
り
徹
底
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

通
称
名
で
の
称
呼
が
明
治
二
〇
年
に
内
務
省
訓
令
で
許
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
全
国
で
仏
語
神
名
や
社
名
で
祀
ら
れ
た
社
が
完
全
に

無
く
な
っ
た
訳
で
は
な
く
、
現
在
で
も
本
社
、
境
内
社
と
も
に
全
国
神
社

数
の
僅
か
一
％
弱
で
あ
る
が
、
残
存
し
て
い
る
こ
と
も
窺
い
知
る
こ
と
が

で
き
た
。

　

茨
城
県
に
鎮
座
す
る
大
洗
磯
前
神
社
な
ど
の
よ
う
に
、
延
長
五
年
に
撰

上
さ
れ
た
『
延
喜
式
』
神
名
帳
に
も
明
ら
か
に
「
大
洗
磯
前
薬
師
菩
薩
神

社
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
な
由
緒
を
持
つ
社
も
あ
り
、
同
社
の
社
史
を
著
し

た
岡
田
米
夫
に
よ
れ
ば
、
薬
師
菩
薩
名
と
八
幡
大
菩
薩
名
が
平
安
期
に
は

一
般
に
知
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る（

（3
（

。
一
方
で
『
日
本
文
徳
実
録
』
に
も
御

祭
神
が
「
大
奈
母
知
、
少
比
古
那
神
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
鎮
座
以
降
は

一
貫
し
て
、
大
己
貴
命
、
少
彦
名
命
を
御
祭
神
と
し
て
祀
る
社
で
あ
る
と

認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
こ
れ
が
単
に
仏
菩
薩
を
祀
る
社
と

し
て
称
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
神
仏
習
合
の
時
代
で
も
、

我
が
国
の
「
神
」
を
祀
る
神
社
と
し
て
表
記
し
て
い
た
こ
と
と
い
う
こ
と

を
示
す
一
例
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
改
め
て
明
治
維
新
期
の
神
仏
判
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然
令
の
問
題
や
仏
語
・
社
名
や
祭
神
名
を
学
術
研
究
と
し
て
取
り
扱
う
こ

と
の
難
し
さ
を
物
語
る
事
例
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
本
稿
で
明
ら
か
に
し

た
仏
語
関
連
の
祭
神
を
祀
る
社
の
数
は
、
法
人
化
さ
れ
て
い
な
い
地
域
神

社
を
個
々
に
踏
査
し
て
由
緒
書
な
ど
を
確
認
し
て
い
け
ば
、
さ
ら
に
増
加

す
る
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
る（

（3
（

。
御
祭
神
の
問
題
は
、
神
道
古
典
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
同
神
異
名
も
多
数
あ
る
こ
と
か
ら
殊
更
難
し
い
問
題
で
も
あ

る
。
加
え
て
神
仏
習
合
時
代
か
ら
の
祭
神
名
、
社
名
の
特
異
性
と
い
う
問

題
も
あ
る
。
明
治
初
年
の
神
仏
分
離
施
策
以
後
、
近
代
か
ら
の
こ
の

一
五
〇
余
年
の
「
神
社
」
の
あ
り
方
を
経
て
、
神
社
に
祀
ら
れ
る
日
本
の

神
々
の
存
在
・
性
格
は
、
名
称
は
も
と
よ
り
各
々
の
地
域
の
人
々
に
ど
の

よ
う
に
受
容
さ
れ
、
捉
え
直
さ
れ
て
き
た
の
か（

（3
（

、
神
社
存
立
の
基
本
に
か

か
わ
る
問
題
だ
け
に
、
今
後
も
さ
ら
に
分
析
・
検
討
を
進
め
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
問
題
だ
と
考
え
て
い
る
。
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表２　戦後も祭神名に仏語等を用いて祀る神社

祭神名 本社 末社 備考
地蔵菩薩 0 1 薬師菩薩も祀る
八幡大菩薩 10 5 末社中、蕃神社と称する社に祀られる場合あり
山王権現 8 2 本社中、龍王も併せて祀られているケースあり
熊野権現 6 6
金毘羅大権現 1 3
馬頭観世音

（馬頭観音） 3 15 末社中、若宮社、早駒社、菅原社と称する神社に
祀られるケースも

観音菩薩 2 2 本社は合祀神、末社は子安社、子安観音
千手観音 4 2
薬師如来

（薬師菩薩） 10 15

大日如来 1 2
聖観音 1 0
不動明王 16 21 本社は合祀神、配祀神が多い
愛染明王 2 0
十一面観音 1 4
帝釈天 0 1

牛頭天王 37 49 本社では、主祭神よりも合祀神や配祀神に多い傾
向。末社は天王社の名前に多い傾向

弁財天 21 67 市杵島姫命と併せて祀られるケースも多い

大黒天 1 5 本社は大黒天神と称する、末社は福寿社や七福神
社、恵比寿社の名称の社に祀られる

毘沙門天 21 26 本社は合祀神が多い、末社は毘沙門社の名前が多
い

摩利支天 5 8 末社は摩利支天社の名称で祀られることが多い
荼吉尼天

（荼枳尼天） 0 1

鬼子母神
（訶梨帝母） 3 5 すべて鬼子母神の名称

龍王 29 22 本社は合祀神が多く、末社は八大龍王社の場合が
多い

大蛇神 3 1
疫神 8 10

疱瘡神 19 18 本社では、主祭神よりも合祀神や配祀神に多い傾
向。

福寿明神（福寿
神） 0 2 一社は稲荷神、もう一社は竜神

五行神 3 0
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七曜星 1 0
北辰神 3 4 北辰菩薩、北辰星という名称も
北斗神

（北斗七星神） 9 3

大元尊 1 0
牽牛星 1 0
八俣大蛇 0 0
高津鳥神 0 0
蛇毒気神 5 0 合祀神が多い
庚申神 1 5
役小角（役行者） 0 6
蝉丸（蝉丸法師） 3 1
合計 239 312

（参考）三宝荒神 9 17
　　　 蘇民将来 7 7

数価は『全国神社祭祀祭礼総合調査報告書』（神社本庁編・平成７年）に基づくも
ので、調査の実施された平成７年段階での現況。神祇院編『神社振興整備関係事
務提要』所収の祭神名に是正を要する祭神（22p）とされたもののうち、藤原純
友や平将門などの人神名を除く。また観音菩薩、毘沙門天、聖観音、十一面観音、
不動明王、愛染明王、蝉丸法師、役小角、庚申、荼吉尼天、薬師菩薩、金毘羅大
権現は『神社振興整備関係事務提要』にはないが、追加した。
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表３　現在も社名の一部に仏語が用いられている神社

名称 本社 境内社
（末社等）

本社の
通称 備考

菩薩 0 7 1
虚空蔵 1 5 13
地蔵 1 20 13 通称の神社中、愛宕神社が６社

薬師 51 60 70
通称の神社中、大己貴命、少彦名命（少
名彦神社）を祀る社、久須志神社、磯
前神社、温泉神社も

如来 0 3 0
阿弥陀 0 2 1
明王 1 10 3 境内社は不動明王社もしくは愛染明王社
観音 1 38 53
馬頭 0 19 6 観音ではなく「馬頭」が付く社名の数

権現 6 134 568 通称の神社中、90社が熊野神社、15社
が白山神社

天王 42 175 575
通称の神社中、ほとんどが八坂、津島、
八雲、須賀神社など素戔嗚尊を祀る社、
境内社も同様

牛頭天王 0 26 30 天王ではなく「牛頭天王」と付く名称
のみの数

帝釈天 0 0 0
弁財天 3 76 19 通称の神社中、10社は厳島神社
大黒天 0 5 4 大黒さまも含む
毘沙門天 0 19 24 毘沙門さまも含む
摩利支天 0 5 2 摩利支さまも含む
荼吉尼天 0 0 0
鬼子母神

（訶梨帝母） 0 3 1

龍王 30 74 30 本社中、25社は龍王神社、通称名と本
社名は必ずしも一致せず

大蛇神 1 0 1 通称名と本社名は一致せず

疫神 30 70 19
本社中、16社は福岡県北九州市に点在
する天疫神社。
通称名と本社の名称は必ずしも一致せ
ず。境内社中13社は岡山県

疱瘡神 6 47 2 境内社は全国に点在
福寿明神

（福寿神） 2 10 2 通称名と本社名は一致せず

五行神 0 2 0 境内社２社はいずれも熊本県
七曜星 0 0 0
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注（
１
）
七
福
神
め
ぐ
り
は
、
中
央
区
日
本
橋
の
七
福
神
め
ぐ
り
の
よ
う
に
神
社
単
独
の
場

合
や
、
川
崎
市
中
原
区
の
川
崎
七
福
神
の
よ
う
に
寺
単
独
で
そ
れ
ぞ
れ
七
福
神
を

当
て
は
め
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
一
様
で
は
な
い
が
、
一
例
を
挙
げ
る
と
、
東
京
都

墨
田
区
の「
七
福
神
め
ぐ
り
」は
、毘
沙
門
天（
多
聞
寺
）、寿
老
人（
白
髭
神
社
）、

福
禄
寿
（
百
花
園
）、
弁
財
天
（
長
命
寺
）、
布
袋
尊
（
弘
福
寺
）、
大
黒
天
・
恵

比
寿
（
三
囲
神
社
）
で
あ
り
、
百
花
園
以
外
は
、
社
寺
そ
れ
ぞ
れ
が
七
福
神
に
当

て
は
め
ら
れ
て
い
る
。

（
２
）
例
え
ば
、
由
緒
碑
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
が
、
川
崎
市
中
原
区
の
新
城
神
社
で
は
、
境

内
に
あ
る
末
社
の
天
王
社
（
明
治
三
〇
年
に
新
城
神
社
に
合
祀
）
の
祭
神
を
牛
頭

天
王
と
し
て
い
る
よ
う
な
例
で
あ
る
。
実
際
に
神
社
本
庁
に
あ
る
包
括
神
社
の
公

式
な
情
報
を
収
載
し
た
『
神
社
明
細
書
』
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
と
は
異
な
る
可

能
性
も
あ
る
が
、
本
稿
第
三
節
で
述
べ
て
い
る
通
り
、
こ
う
し
た
事
例
は
全
国
で

数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。

（
３
）
椙
杜
吉
次
『
現
行
神
社
法
規
逐
条
講
義
』
誠
之
堂
書
店
、
明
治
四
三
年
、
一
～
二

頁
。
な
お
、
椙
杜
は
内
務
属
と
し
て
多
年
神
社
局
に
在
籍
し
て
神
社
行
政
事
務
に

携
わ
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。

（
４
）
本
稿
に
て
紹
介
す
る
布
告
、
布
達
、
法
令
の
名
称
お
よ
び
条
文
に
つ
い
て
は
、
文

部
省
文
化
局
宗
務
課
監
修
『
明
治
以
後
宗
教
関
係
法
令
類
纂
』
第
一
法
規
、
昭
和

四
三
年
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

（
５
）
神
仏
分
離
施
策
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
明
治
維
新
と
天
皇
・
神
社
』
錦
正
社
、
平

成
三
一
年
、
五
〇
～
五
九
頁
。

（
６
）
前
掲
椙
杜
『
現
行
神
社
法
規
逐
条
講
義
』
一
三
頁
。

（
７
）
足
立
収
『
神
社
制
度
綱
要
』
中
外
印
刷
、
昭
和
五
年
、
六
一
頁
。

（
８
）
前
掲
椙
杜
『
現
行
神
社
法
規
逐
条
講
義
』
一
三
～
一
四
頁
、
宮
尾
詮
・
稲
村
貞
文

『
神
社
行
政
法
講
義
』
集
成
堂
、
明
治
四
四
年
、
一
八
六
～
一
八
九
頁
。

（
９
）
前
掲
椙
杜
『
現
行
神
社
法
規
逐
条
講
義
』（
一
四
頁
）
で
は
、
や
む
を
得
な
い
例

北辰神 11 8 3 本社は10社が北辰神社、１社が北辰妙
見神社

北斗神
（北斗七星神） 1 1 0

大元尊 0 1 0 「大元」が付き、かつ国常立尊を祀る神
社は37社

牽牛星 0 1 0
八俣大蛇 0 0 0
高津鳥神 0 0 0
蛇毒気神 0 0 0
庚申神 3 44 11 通称名中、９社は猿田彦神社
役小角 0 0 0

蝉丸
（蝉丸法師） 2 0 2

関蝉丸神社（関神社）の分祀社の一部（川
崎市）では、関蝉丸神社と通称される
ケースあり。実際には相殿に蝉丸を祀
るが、祭礼データ上は登場しないため
数値には反映していない。

合計 192 865 1453

（参考）妙見 61 66 172

数値は『全国神社祭祀祭礼総合調査報告書』（神社本庁編・平成７年）に基づく
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と
し
て
、
別
格
官
幣
社
東
照
宮
で
東
照
大
権
現
と
し
た
御
宸
翰
の
額
を
掲
げ
て
い

る
例
や
縣
社
秋
葉
神
社
で
秋
葉
権
現
と
称
し
て
い
る
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
菩
薩

や
権
現
号
の
社
額
や
守
札
等
を
殊
更
に
作
り
新
た
に
す
る
こ
と
は
、
明
治
元
年
の

太
政
官
布
告
の
精
神
に
悖
る
も
の
で
あ
り
、
私
称
は
習
慣
上
や
む
を
得
な
い
も
の

を
不
問
に
付
す
と
い
う
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
10
）
前
掲
椙
杜
『
現
行
神
社
法
規
逐
条
講
義
』
一
四
頁
、
中
川
友
次
郎
『
神
社
法
令
講

義
』
神
社
協
会
、
明
治
四
三
年
、
二
七
～
二
八
頁
。

（
11
）
社
寺
へ
の
受
容
の
さ
れ
た
方
は
異
な
る
が
、
禁
止
事
項
と
し
て
定
め
た
布
告
や
布

達
で
類
似
し
た
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
明
治
二
年
八
月
二
十
五
日
の
太
政
官
布
告

第
八
〇
三
「
社
寺
濫
に
菊
御
紋
を
用
ふ
る
こ
と
禁
止
」
が
あ
る
。
同
布
告
に
よ
っ

て
神
社
で
は
伊
勢
・
八
幡
、
上
下
賀
茂
社
以
外
は
菊
御
紋
を
濫
り
に
用
い
る
こ
と

を
禁
止
し
た
も
の
の
、
実
際
に
は
、
全
国
に
数
万
社
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
八
幡
神

社
（
八
幡
宮
）
が
応
神
天
皇
を
祀
っ
て
い
る
よ
う
に
、
歴
代
天
皇
や
皇
族
、
天
照

大
神
や
瓊
瓊
杵
尊
な
ど
皇
統
に
か
か
わ
る
神
々
を
祀
る
社
は
全
国
に
多
数
あ
り
、

法
令
を
受
容
す
る
各
神
社
の
側
が
、
解
釈
の
仕
方
の
違
い
か
ら
む
し
ろ
禁
止
で
は

な
く
、
結
果
的
に
菊
御
紋
を
容
認
す
る
方
向
の
法
令
と
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。

（
12
）藤
本
頼
生「
近
代
の
神
社
法
令
の
整
備
過
程
と
関
係
法
令
概
説
書
に
み
ら
れ
る「
神

社
」概
念
─
神
社
・
氏
子
の
意
義
を
中
心
と
し
て
」『
神
社
本
庁
総
合
研
究
所
紀
要
』

第
一
四
号
、
平
成
二
一
年
、
六
七
～
一
二
二
頁
。

（
13
）
児
玉
九
一
『
神
社
行
政
』（
常
磐
書
房
、
昭
和
九
年
、
三
七
頁
）
で
は
、「
祭
神
と

は
神
社
に
鎮
祭
せ
ら
れ
た
る
神
祇
を
謂
ふ
」
と
し
、「
神
社
の
祭
神
は
我
が
国
家

と
密
接
な
る
関
係
を
有
し
、
国
家
国
民
の
尊
崇
す
べ
き
帝
国
の
神
祇
で
あ
る
。
併

し
如
何
な
る
祭
神
を
以
て
帝
国
の
神
祇
と
認
む
べ
き
や
に
就
て
は
、
現
行
神
社
法

規
上
別
段
の
規
定
を
見
な
い
が
、
国
家
国
民
に
よ
つ
て
等
し
く
尊
崇
せ
ら
る
べ
き

祭
神
は
、
皇
祖
皇
宗
の
尊
霊
を
始
め
奉
り
、
下
忠
節
勲
功
の
士
の
英
霊
と
す
べ
き

は
云
ふ
を
俟
た
な
い
」
と
し
て
お
り
、
帝
国
の
神
祇
に
か
か
る
明
確
な
法
規
上
の

定
め
は
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
足
立
収
『
神
社
制
度
綱
要
』（
五
六
頁
）

で
も
同
様
で
あ
る
。

（
14
）
中
川
は
、「
帝
国
の
神
祇
」
を
五
種
類
に
分
類
し
て
い
る
が
、
昭
和
初
期
に
内
務

書
記
官
、
神
社
局
長
を
歴
任
し
た
児
玉
九
一
は
『
神
社
行
政
』（
常
磐
書
房
、
昭

和
九
年
、
三
七
～
四
一
頁
）
の
書
に
お
い
て
、
①
皇
統
の
祖
神
を
祀
り
た
る
も
の
、

②
歴
代
の
天
皇
を
奉
祀
せ
る
も
の
、
③
皇
族
を
奉
祀
せ
る
も
の
、
④
皇
室
に
勲
功

あ
り
し
神
、
⑤
国
家
に
勲
功
あ
り
た
る
神
、
⑥
氏
族
の
祖
神
及
び
氏
神
を
祀
り
た

る
も
の
、
と
い
う
六
種
類
に
分
類
し
て
い
る
。
ま
た
足
立
収
は
前
出
の
『
神
社
制

度
綱
要
』
に
て
四
種
類
に
分
類
し
て
い
る
。

（
15
）こ
の
点
は
、昭
和
十
八
年
の
神
祇
院
時
代
の
総
務
課
長
で
あ
っ
た
武
若
時
一
郎
は
、

そ
の
著
『
神
社
法
』（
良
書
普
及
会
、
昭
和
一
八
年
、
五
九
頁
）
で
「
将
来
新
た

な
る
神
祇
を
神
社
に
奉
祀
せ
ん
と
す
る
場
合
に
於
て
も
、
其
の
祭
神
と
な
る
べ
き

も
の
は
、我
が
国
古
来
の
祭
神
に
準
ず
べ
き
者
た
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。巷
間
、

或
は
日
月
星
晨
、
山
嶽
河
川
、
禽
獣
草
木
等
の
自
然
物
を
神
と
し
て
祀
り
、
或
は

邪
神
、
悪
霊
の
類
を
神
と
し
て
祀
る
も
の
も
な
い
で
は
な
い
が
、
こ
れ
等
は
謂
ゆ

る
淫
祠
で
あ
っ
て
、
神
社
に
は
斯
る
祭
神
は
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
」

と
し
て
お
り
、
山
嶽
河
川
、
禽
獣
草
木
等
の
自
然
物
を
神
と
し
て
祀
る
こ
と
を
神

社
の
神
と
し
て
ど
う
解
釈
す
る
か
で
中
川
と
は
や
や
解
釈
が
異
な
っ
て
い
る
。

（
16
）
前
掲
中
川
『
神
社
法
令
講
義
』
一
二
～
一
八
頁
。

（
17
）
前
掲
中
川
『
神
社
法
令
講
義
』
一
七
～
一
八
頁
。

（
18
）
表
１
に
掲
げ
た
櫻
井
治
男
の
分
類
は
、『
神
道
の
多
面
的
価
値
』
皇
學
館
大
学
出

版
部
、
平
成
二
六
年
、
二
九
～
三
二
頁
を
参
考
に
掲
げ
た
も
の
で
あ
る
。
他
の
内

務
官
僚
の
分
類
に
つ
い
て
の
出
典
は
、
本
文
中
も
し
く
は
注
に
て
掲
載
し
て
い
る

書
の
通
り
で
あ
る
。

（
19
）
前
掲
中
川
『
神
社
法
令
講
義
』
二
一
～
二
二
、二
七
頁
。

（
20
）
前
掲
中
川
『
神
社
法
令
講
義
』
二
九
～
三
〇
頁
。

（
21
）
一
例
で
あ
る
が
、
現
在
、
主
祭
神
に
鏡
作
命
を
祀
る
岡
山
県
の
旧
国
幣
中
社
中
山
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神
社
で
は
、
明
治
期
か
ら
終
戦
時
ま
で
、
維
新
前
ま
で
祀
っ
て
き
た
鑑
作
命
に
変

わ
っ
て
金
山
彦
命
を
主
祭
神
と
し
て
内
務
省
（
決
定
時
は
教
部
省
）
に
決
定
さ
れ

た
た
め
、
神
社
で
は
明
治
中
期
以
降
、
祭
神
変
更
の
願
い
出
を
何
度
も
行
っ
て
い

た
が
聞
き
届
け
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
く
わ
し
く
は
拙
稿
「
小

盆
地
宇
宙
の
神
々
と
信
仰
─
郷
土
史
研
究
に
お
け
る
神
社
の
諸
伝
承
の
考
証
・
再

整
理
を
め
ぐ
っ
て
─
」
由
谷
裕
哉
編
『
郷
土
再
考
─
新
た
な
郷
土
研
究
を
目
指
し

て
─
』
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
二
年
、
二
〇
六
～
二
二
二
頁
。

（
22
）
こ
の
昭
和
期
の
無
格
社
の
神
社
整
理
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
無
格
社
整
理
と
神
祇

院
─「
国
家
ノ
宗
祀
」と
神
社
概
念
─
」『
國
學
院
雑
誌
』第
一
一
三
巻
第
一
一
号
、

二
〇
一
二
年
、
六
七
～
八
六
頁
、
に
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。

（
23
）
神
祇
院
教
務
局
調
査
課
編
『
神
社
振
興
整
備
関
係
事
務
提
要
』
昭
和
十
八
年
、

二
二
～
二
三
頁
。

（
24
）
前
掲
『
神
社
振
興
整
備
関
係
事
務
提
要
』
二
三
頁
。

（
25
）
前
掲
『
神
社
振
興
整
備
関
係
事
務
提
要
』
二
四
～
二
七
頁
。

（
26
）
神
社
本
庁
教
学
研
究
室
編
『
神
社
本
庁
憲
章
の
解
説
』
神
社
本
庁
、
平
成
七
年
（
第

六
刷
）、
三
八
～
四
〇
頁
。

（
27
）
神
社
本
庁
編
『
改
訂
版　

神
社
の
法
人
事
務
取
扱
ひ
上
の
留
意
点
』
神
社
本
庁
、

平
成
一
五
年
、
六
六
～
六
七
頁
。

（
28
）
前
掲
『
改
訂
版　

神
社
の
法
人
事
務
取
扱
ひ
上
の
留
意
点
』
六
六
頁
。

（
29
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
近
年
、
拙
稿
に
て
中
央
の
整
理
施
策
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
畔
上
直
樹
も
神
祇
院
時
代
の
地
方
に
お
け
る
新
潟
県

の
無
格
社
整
理
の
実
情
を
分
析
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
地
域
の
実
態
で

も
あ
り
、
現
状
で
は
全
て
の
地
域
で
行
わ
れ
た
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
。

（
30
）
無
論
、
平
成
「
祭
」
デ
ー
タ
の
祭
神
表
記
が
宗
教
法
人
と
し
て
の
正
式
な
祭
神
名

を
記
載
し
た
神
社
本
庁
備
付
の
『
神
社
明
細
書
』
と
表
記
と
同
様
で
あ
る
か
ど
う

か
と
い
う
問
題
も
あ
る
が
、『
神
社
明
細
書
』
は
法
人
の
文
書
で
あ
り
、
容
易
に

閲
覧
で
き
な
い
た
め
、本
稿
で
は
、あ
く
ま
で
分
析
を
行
う
上
で
の
目
安
と
し
て
、

神
社
本
庁
の
調
査
、
発
行
で
あ
る
同
デ
ー
タ
の
表
記
、
調
査
結
果
に
基
づ
く
こ
と

と
し
た
。

（
31
）
実
際
に
は
、
神
社
の
合
併
な
ど
に
あ
た
り
、
神
社
本
庁
へ
の
承
認
申
請
な
ど
で
、

こ
う
し
た
仏
語
の
祭
神
名
を
訂
正
し
て
神
道
の
神
々
の
神
名
に
変
更
す
る
ケ
ー
ス

は
あ
る
た
め
、
実
際
の
仏
語
祭
神
、
仏
語
社
名
の
神
社
数
は
や
や
減
少
し
て
い
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
32
）
一
例
で
は
あ
る
が
、
川
崎
市
中
原
区
に
あ
る
関
神
社
は
、
滋
賀
県
内
に
点
在
し
、

蝉
丸
法
師
を
御
祭
神
と
し
て
祀
る
関
神
社
、関
蝉
丸
神
社
か
ら
の
勧
請
社
で
あ
り
、

地
元
で
の
通
称
は
、
関
蝉
丸
神
社
で
あ
る
。
社
号
標
に
も
「
関
蝉
丸
神
社
」
と
記

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、『
全
国
神
社
祭
祀
祭
礼
総
合
調
査
報
告
書
』
で
は
、
関
神

社
と
あ
り
、
蝉
丸
の
名
は
な
い
。
神
奈
川
県
神
社
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
神
社
検

索
で
も
同
様
の
記
載
で
あ
る
が
、
石
野
瑛
『
神
奈
川
縣
大
観
２
横
濱
・
川
崎
』（
武

相
出
版
社
、
昭
和
二
八
年
。
二
八
一
頁
）
で
は
、
配
祀
に
蝉
丸
と
あ
る
。
そ
う
し

た
点
か
ら
み
て
も
仏
語
名
に
関
連
す
る
社
名
は
、
実
地
踏
査
を
行
え
ば
、
さ
ら
に

そ
の
実
情
が
浮
か
び
上
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
33
）
岡
田
米
夫
『
大
洗
磯
前
神
社
誌
』
大
洗
磯
前
神
社
社
務
所
、
昭
和
五
六
年
、
三
～

五
頁
。

（
34
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
全
国
神
社
祭
祀
祭
礼
総
合
調
査
の
折
の
『
祭
神
コ
ー
ド
一

覧
表
』
に
も
武
蔵
坊
弁
慶
や
覚
仁
法
親
王
な
ど
、
興
味
深
い
祭
神
名
が
み
ら
れ
る

点
も
含
め
、
今
後
の
検
討
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

（
35
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
古
事
記
』
神
名
表
記
の
社
会
的
受
容
と
神
社

考
証
に
お
け
る
現
代
的
課
題
」『
古
事
記
学
』
三
号
、
二
〇
一
七
年
、
國
學
院
大

學
研
究
開
発
推
進
機
構
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
、
二
一
七
～
二
四
〇
頁
、
に
て

若
干
関
連
す
る
考
察
を
試
み
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

〔
附
記
〕
本
稿
は
、
令
和
二
年
度
國
學
院
大
學
国
内
派
遣
研
究
の
成
果
で
あ
る
。


